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[bookmark: _Toc519116322]　はじめに
本業務計画書は、福島県飯舘村復興対策課農政係（以下、「甲」という。）が発注する「平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画業務委託」（以下、「本業務」という。）において、受託者である株式会社パスコ（以下、「乙」という。）が行う業務内容及び業務実施方法を記載するものである。

[bookmark: _Toc519116323]１．　業務概要
[bookmark: _Toc519116324]１．１　本業務の目的
本業務は、ふくしま森林再生事業における事前調査のうち、年度別事業実施計画にかかる、森林整備・放射性物質拡散防止・枝葉処理・路網整備・林業用作業施設整備の各計画について必要とする調査・解析等調査・設計・測量を実施し、計画を作成することを目的とする。

[bookmark: _Toc519116325]１．２　業務名、履行期間等
（１）業務名
平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画業務委託

（２）事業対象区域
本業務の対象範囲は、図１.１.１に示す福島県飯舘村字前乗の14林班のうち、50.20haを対象とする。
 [image: ]
図１.１.１　業務対象範囲（飯舘村全域）


（３）履行期間
自　平成30年7月　日　　至　平成31年　月　日

（４）発注者
飯舘村　村長　菅野　典雄
【担当部署】
飯舘村　復興対策課　農政係
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1
TEL. 024-442-1621　FAX. 024-442-1600

（５）受注者
株式会社パスコ　東北事業部　営業部　福島支店
支店長　野呂　英樹
TEL. 024-521-3811　FAX. 024-521-3855
【担当部署】
中央事業部　技術センター　コンサルタント技術部　環境森林課
東京都目黒区青葉台3-10-1　VORT青葉台Ⅱ　2F
TEL. 03-5728-7181　FAX. 03-5728-7186



[bookmark: _Toc519116326]２．業務実施計画
[bookmark: _Toc519116327]２．１　業務実施項目
本業務で実施する作業項目を次に示す。
（1） 計画準備
（2） 年度別事業実施計画
(1) 現況森林調査
1 林分調査
2 空間放射線量率測定
(2) 年度別事業実施計画解析等調査
1 予備調査
2 現地踏査
3 地形・地質・気象等調査
4 荒廃森林等調査(林況・植生調査)
5 林内路網等調査
6 法令規制・土地利用等調査
7 総合検討及び基本方針の策定
(3) 年度別事業実施計画の作成
1 基本事項の策定
2 森林整備計画
3 放射性物質拡散防止計画
4 路網整備計画
5 林業用作業施設計画

（3） 年度別事業実施計画設計

（4） 年度別事業実施計画測量
(1) 年度別事業実施計画測量
(2) 作業道平面線形測量

（5） 打合せ協議



[bookmark: _Toc519116328]２．２　業務実施体制
（１）監督員
本業務における、甲の監督員を表２.３.１に示す。

表２.３.１　監督員
	業務種別
	所属
	監督員

	監督員
	福島県飯舘村
復興対策課 農政係
	齋藤 博史　主査




（２）主任技術者、照査技術者、専門技術者として従事する担当者
本業務に従事する乙の担当者を表２.３.２に示す。

表２.３.２　本業務に従事する技術者
	役割
	氏名
	所属

	管理技術者
	菊池 (きくち) 譲 (ゆずる) 
	中央事業部 技術ｾﾝﾀｰ
コンサルタント技術部 環境森林課

	担当技術者
（連絡窓口①）
	福士 (ふくし) 亮 (りょう)太 (た)
	中央事業部 技術ｾﾝﾀｰ
コンサルタント技術部 環境森林課

	担当技術者
（連絡窓口②）
	石塚 (いしづか) 伸 (しん)太朗 (たろう)
	中央事業部 技術ｾﾝﾀｰ
コンサルタント技術部 環境森林課

	担当技術者
	福井 (ふくい) 翔宇 (しょう)
	中央事業部 技術ｾﾝﾀｰ
コンサルタント技術部 環境森林課

	営業担当
	春野 (はるの) 祐 (ゆう)貴 (き)
	東北事業部 営業部
福島支店 営業一課




（３）業務実施・連絡体制
本業務の実施・連絡体制を図２.３.１に示す。
[image: ]

図２.３.１　業務実施・連絡体制

[bookmark: _Toc519116329]
２．３　業務実施方法
[bookmark: _Toc519116330]２．３．１　年度別事業実施計画
（1） 計画準備
　　本業務の実施にあたり、仕様書及び関連規程の内容について社内打合せを行い、作業工程、人員体制について細部の確認・点検を実施し、計画内容を実施計画書（本書）としてまとめる。

（2） 現況森林調査
(1) 林分調査
林分調査は、既存資料による調査を補完するもので、調査対象林分の林相毎に標準地を設定し、立木の種類、樹高、胸高直径等について、定量的に把握する。
なお、標準地1箇所の規模は10m×10mを標準とし、標準地の数は、下表を勘案し、100箇所とする。

表2.4.1　標準地の数量
	対象林分区域面積
	標準地箇所数

	～0.5ha未満
	1

	0.5～lha未満
	2

	1～5ha未満
	3

	5～15ha未満
	4～6

	15ha以上
	7以上




(2) 空間放射線量率測定
林分調査を実施する標準地の中央付近において、空間放射線量率を測定する。
測定方法は以下を標準として行う。
ａ．測定点付近の3m×3皿程度の中で測定器をゆっくり移動させながら、急激に空間放射線量率が高くなるような特異な場所が存在しないことを確認する。
ｂ．測定は地上高1mにおいて1点当たり3回行い、平均値を測定値とする。
ｃ．指示値のふれが十分に安定した後の指示値を読み値とする。
ｄ．腕を伸ばす等出来る限り検出器を遮蔽しない状態で測定を行う。

測定に用いる機器はシンチレーション式サーベイメータとし、測定方法及び機器の校正等については、「除染関係ガイドライン」(平成23年12月第1版環境省)に準じるものとする。
また搬出を予定する箇所については、立木の樹皮を現地採取し、試料を粉砕し、測定器で計測する。サンプル数は40検体とする。



（3） 年度別事業実施計画解析等調査
(3) 予備調査
地形図、地質図、空中写真、森林計画図、森林簿等及び植生図、調査・研究等の既存資料を用いて、当該地域の自然的特性、荒廃森林等の概略を把握すする。
(4) 現地踏査
調査区域を踏査し、地形・地質、森林現況、林況・植生、林内路網等の概況を把握する。
(5) 地形・地質・気象等調査
地形・地質等については事業対象地区の地形、土質及び地質の特性について調査し、森林整備、路網整備等にあたり、留意すべき事項及び箇所を明らかにする。
気象調査は、最寄り観測所等の既往10年間以上の資料に基づき、以下の事項にについて取りまとめる。
・年(月)の平均気温
・年(月)の平均降雨量、最大日(時)雨量
・降雪及び積雪の時期、年(月)の平均降雪量、最大積雪深及び平均積雪深
・年(月)の主風向、平均風速、最大風速
・気象条件に関し、路網配置計画又は森林整備計画等にあたっての留意点を取りまとめる
(6) 地形調査
森林計画図、空中写真等と現地調査により地形の概況を調査するものとする。なお、傾斜区分の基準は、以下のとおりとし、区分の単位は1.0haを標準する。
表2.4.2　傾斜区分の基準
	区分
	記号

	25度以下
	1

	25度を超え35度未満
	2

	35度以上
	3



(7) 荒廃森林等調査(林況・植生調査)
被災森林・不手入れ森林等の公益的機能の高度発揮を図る必要のある森林位置・面積の把握のため、以下に示す事項を調査する。
1 林況、植生調査
対象地区及びその周辺の森林について、樹種、林齢、樹高、胸高直径、樹冠、疎密度等のほか、下層植生の種類、成育状況等を調査し、林相図、植生図等を作成し、森林施業の可否等について把握する。
2 形態調査
荒廃森林等の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の流亡の有無等を把握する。
3 森林整備調査
森林整備を要する範囲等の概略を把握する。
4 森林被害調査
対象地区及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特性を把握する。
5 森林機能調査
対象地区の森林に期待される機能及び特性を把握する。

(8) 林内路網等調査
対象地区内に存する作業道等林内路網の位置、規格等を調査し、5千分の1森林計画図に記載する。
(9) 法令規制・土地利用等調査
対象地区における開発計画や各種法令指定地、土地利用などについて以下の事項により把握する。
1 気象等森林被害及び法令・規制等調査
気象害等による森林被害の状況・位置・区域、開発計画・水利用等の社会的特性などについて把握する。また、保安林・自然公園区域・埋蔵文化財・レッドデータ等の法令等指定状況を把握する。
2 土地利用調査
対象地区やその下流域等において、開発計画を含む人家、農耕地、水利用施設等の位置・数量等を把握する。
（4） 総合検討及び基本方針の策定
上記各調査項目の調査結果に基づいて、対象地区における整備目標及び整備水準等について総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものとする。

（5） 年度別事業実施計画の作成
(1) 基本事項の策定
既往の造林補助事業等の森林整備実施状況や市町村除染実施計画等との関連についても十分検討し、整備の対象林分、整備に伴う路網等作業基盤整備の配置等を明確にし、森林整備計画・放射性物質拡散防止計画・枝葉処理計画・路網整備計画・林業用作業施設計画の整備目標・整備計画量・整備方針を設定する。
(2) 森林整備計画
地被植物の減退等による荒廃森林、不手入れ森林等を対象として、整備する目標林型の設定を図り、整備面積及び施業種・作業条件等の整備計画を策定するとともに、放射性物質拡散防止等の必要性について検討・計画する。
(3) 放射性物質拡散防止計画
放射性物質移動を抑制するための表土移動と下流域への影響との関連において土砂流出防止柵工等計画を策定し、計画に当たっては、適切な工種・工法の選定と施設の配置を計画する。
(4) 路網整備計画
路網整備計画は、以下の事項を考慮し、行う。
【路網等の位置】
森林整備計画等及び「（３）年度別事業実施計画解析等調査」の内容を踏まえ、縮尺5千分の1森林計画図に、起点、終点及び主要な通過点を図示し、等高線間隔によって縦断勾配を検討して、路網配置計画を記入する。さらに、空中写真に路網配置計画を移写する。
【路網等の規格】
森林整備計画、作業システム、「（３）年度別事業実施計画解析等調査」の内容及び地形図又は空中写真による地形判読等に基づき、路網等の規格を検討する。

路網整備計画の検討にあたっては、以下の事項により行う。
1 図上測設
図上測設は、森林整備計画等に基づいて「（３）年度別事業実施計画解析等調査」の調査結果を基に、森林計画図を用いて、位置を図上に設定し、主として平面線形及び縦断線形を検討する。
ａ．主な通過地等の位置の設定
図上測設に当たっては、開設目的を達成するために必要な主な通過地等の概略位置を設定する。
ｂ．図上測設に用いる地形図等
図上測設は、森林計画図を用いることを標準とし、森林計画図では判断できない等高線間の地形は、空中写真等により補正するものとする。また、基岩の種類地層の走向・傾斜、断層等の地質に関する判断は、地質図を用いて行うものとする。
ｃ．図上測設が困難な場合
図上測設において、森林計画図、空中写真、地質図等のみでは路網配置計画の設定が困難な場合は、次号の現地踏査を踏まえて設定するものとする。
2 現地踏査
森林所有者等同意が得られた森林について、図上測設において明らかになった検討事項等を現地で検証又は確認を行うとともに、通過地の位置の設定等を行うものとする。
ａ．現地踏査においては、ハンドレベル等簡単な計測器具を用いて、縦断勾配を測定するなどにより、路網の通過位置等を検討するものとする。
ｂ．現地踏査においては、地形、地質、林況などの自然条件並びに森林整備計画位置の確認を行うものとする。
3 現地測設
現地測設は、現地踏査により選定した路網計画を対象として次の各号により路網整備計画を決定するものとする。なお、各作業道の起終点、主な通過地等は、選定条件を適用して、現地にその概略位置を設定する。
ａ．踏査
踏査は、路網配置計画について、起終点、通過地の確認等を行うものとする。
ｂ．予測
路網配置計画について簡易な計測器具を用いて縦断勾配等について確認し、必要に応じて調整を行い、路網整備計画を決定するものとする。
4 路網整備計画の検討
森林整備計画・放射性物質拡散防止計画・枝葉処理計画及び調査結果を踏まえ、以下の諸条件を十分検討して適切に配置するものとする。
ａ．森林の有する多面的機能の保持
国土保全、水源のかん養、自然環境の保全など森林の有する多面的機能を保持するため、福島県作業道作設指針に基づき計画する。
ｂ．適切な規格・構造の適用
作業道の規格の適用に当たっては、整備目的に適合したものであるほか、特に以下の事項に配慮する。
・既設林道等や路網配置計画が調和すること
・当該地域の地形、地質、地物等に適合すること
ｃ．自然条件との適合
地形、地質、気象その他の自然条件を十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ避ける。
・地すべり地形地及び跡地
・落石危険地及び崩壊地
・崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘
・なだれ発生地
・流水に近接する箇所
・軟弱地盤及び湧水地帯
・自然環境保全上、特に留意する箇所
(5) 林業用作業施設計画
対象地区の既存施設の整備状況を踏まえつつ、森林整備計画等との関連から、作業ポイントや山土場等施設の位置・規模を決定する。
(6) 事業量の算定
年度別事業実施計画に含まれる森林整備・放射性物質拡散防止・枝葉処理・路網整備・林業用作業施設の各計画について、工種別に構造・数量・概算工事費を取りまとめるとともに、施工の優先順位を定める。
(7) 年度別事業実施計画図の作成
対象地区における森林整備・放射性物質拡散防止・枝葉処理・路網整備・林業用作業施設の各計画位置・計画量・施工の優先順位等を一体的に明示したものを作成する。
(8) 報告書等の作成
調査目的や項目、方法及び調査収集資料の総合的な分析・検討を踏まえ、計画策定の基本方針並びに計画等の内容・調査結果、その他提言等について取りまとめる。




表2.4.3　年度別事業実施計画調査の取りまとめ事項
	事項
	内容

	事業対象地区の現況
	地形、地質、林況・植生、法指定状況、既存林内路網等の整備状況等必要な事項について記載する。

	荒廃森林等の現況
	荒廃森林面積(被災森林、機能低下森林、機能の高度発揮を図るべき森林、不手入れ森林)等の必要な事項について記載する。

	法令規制・土地利用との関連
	地区の法令規制状況、表土流出対策と下流域への影響及び土地利用等との関連について記載する。

	整備目標等
	整備目標
	事業において整備の対象とする森林や整備基盤等の現況を明確にし、改善しようとする内容及び森林整備の目標林型や路網整備等の整備水準を記載する。

	
	整備計画量
	森林整備・放射性物質拡散防止・枝葉処理・路網整備・林業用作業施設の計画量及びその設定の考え方を記載する。

	整備方針
	整備目標を達成するため必要な森林整備計画等の位置、規模、規格及び施工の優先順位の考え方等具体的な方針を記載する。

	事業量
	森林整備計画等の工種別の数量・概算工事費を記載する。

	年度別事業実施計画図
	対象地区の区域、森林整備等各計画位置、施工の優先順位等について一体的に明示した図面を作成する。

	施工予定期間
	整備方針及び事業量等から適切な施工予定期間について定めたものを記載する。

	他事業との関連
	既往の造林補助等森林整備実施状況や市町村除染実施計画、開発計画等、他所管事業等との調整状況や連携状況等について記載する。



[bookmark: _Toc519116331]２．３．２　年度別事業実施計画設計
森林整備及び枝葉処理並びに放射性物質拡散防止の設計を行うとともに、必要となる路網整備、林業用作業施設の設計説明、設計図面、数量計算等を作成する。
（1） 設計計画
基本事項の決定に基づき、森林整備、森林整備に伴う枝葉処理、放射性物質拡散防
止工等の工種、数量、路網及び林業用作業施設の位置、規格、数量等を決定する。
（2） 設計図作成
(1) 位置図
地形図又はこれに準ずる図面を用い、対象地区の範囲や地物等について明示するものとする。また、位置図には、方位、縮尺等設計に必要な諸元を記入する。
(2) 計画平面図
森林計画図を使用し、森林整備計画・放射性物質拡散防止計画・路網配置計画・林業用作業施設の位置、区域等を、表2.4.4を参考に付記する。
また、本調査等の成果によって、周辺の地形、地物などの位置関係を明らかにする。計画平面図には、方位、縮尺等設計に必要な諸元を記入する。
(3) 標準図等
森林整備計画は、必要に応じて植栽配列図等、枝葉処理については対象となる区域図等、放射性物質拡散防止施設等構造物は、標準図、模式図等を作成する。
(4) 作業道土工標準図
路網配置計画の各作業道における標準的な横断傾斜度を傾斜区分図及び現地調査により把握し、作業道作設指針に基づく構造規格のうち、共通する基本的な形状、寸法、断面等を示す。
(5) 法令関係図
関係法令等に基づく許認可又は協議等を要するため作成する法令関係図は、これら法令等に示す様式、票領等により作成する。
（3） 数量計算
設計積算等に必要な工種、区分ごとの設計数量は、本調査の資料、設計図等を基に、標準図及び調査資料による現地諸条件を基に、各工種、工法等別に計算するとともに、以下により計算する。
数量計算の順序、方法等の基本的な計算方式は、原則として以下によるものとする。
なお、数量計算における集計単位は「森林整備保全事業設計積算要領」の定めによるものとする。
(1) 数量の単位はSI及びメートル法による。
(2) 特に明示されたもの以外の計算単位は、集計単位以下1位以上とする。
(3) 計算に用いる円周率、係数、乗数、弧度、三角関数又はこれらに準ずる数値は、単位以下3位止めとする。
(4) 端数処理は四捨五入を原則とする。
(5) 計算方法は、計算の精度及び難易度等に応じて、数式、図上測定及び実物測定の順序とする。
(6) 面積の計算は、数式、三斜求積法又はプラニメータ測定による。
(7) プラニメータ測定による場合は、3回測定の平均値とする。
(8) 体積の計算は、両断面の平均数量に、断面間の距離を乗じて求める平均断面法とする。ただし、複雑な構造物にあっては、各種数学公式によるものとする。
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年度別事業実施計画作成における測量の実施にあたっては、原則として森林所有者等との協定締結後に行う。
（1） 年度別事業実施計画測量
(1) 踏査選点
森林整備計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量点を選点する。
(2) 森林整備区域測量
森林整備区域測量は、林相区分等の区域を明らかにするため、計画対象となる林分の周囲測量を行う。測量方法はポケットコンパス等を使用し、測量する。測量成果に基づき、森林整備区域図を作成する。

（2） 作業道平面線形測量
(1) 現地設定
実測量は林業用施設計画に基づき、現地実測する。解析等調査で設定した作業道の位置を現地に設定するために行う。
(2) 中心線測量
中心線測量は、福島県森林作業道作設指針に定める構造に適合する直線の中心線を設置し、作業道計画の平面線形を明らかにするものとする。測量方法はポケットコンパス等を使用する。

（3） 測量に関する一般事項
測量実施に関する一般事項は以下のとおりである。
(1) 使用器材
測量に用いる器材は、以下の表に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検整備したものとする。

表　測量に用いる器材
	区分
	器材の名称
	測定区分
	性能

	簡易な測量
	ポケットコンパス
	方位角鉛直角
	1磁針の長さは7cmを標準とし、望遠鏡つきであること。2水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が1度以内であること。

	
	メートル縄
	距離
	1目盛のある部分の長さが100m以内であることD2目盛は10cm以内であること。

	
	ポール
	距離
	長さは2～31n、目盛20cmを標準とする。



(2) 公差及び測定方法
測量公差及び測定方法は、以下の表によるものとする。

表　測量の公差及び測定方法
	測量器材
種別　　　　　　　　　　　区分
	ポケットコンパス

	水平角又は磁針方位
	測定方法
	前視・後視各1回

	
	最小読定値
	1度以内

	鉛直角
	測定方法
	前視・後視各1回

	
	最小読定値
	1度

	距離
	測定方法
	2回

	
	最小読定値
	10cm

	
	公差読定較差
	10㎝

	公差
	座標閉合差
	図上距離の総和の100分の1



(3) 測量杭
測量に使用する杭の材質、形状、寸法等は、次表を標準とするものとする。また、以下の事項について留意する。
・測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。
・杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとする。
・測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。
・測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して識別し易くするとともに、移動、紛失を防ぐため適宜保護し、必要ある場合は、引照点を設けるものとする。

表　測量に使用する杭の材質、形状、寸法等
	名称
	材質
	業務内容
	杭の表示色

	測点杭
	木又は合成樹脂
	森林整備区域測量
	黄色

	
	
	作業道平面線形測量
	赤色



(4) 測量野帳等
測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理し、保存する。

(5) 図面
平面図には、測点及び番号、方位、縮尺、標高、等高線、計画及び既施工地等設計に必要な諸元を記入する。

(6) 図面の縮尺
図面の縮尺は、以下の表を標準とする。

表　図面の縮尺
	区分
	業務種別
	内容
	縮尺

	森林整備
区域図
	森林整備計画
	実測図(1林分あたり)
0.5ha未満
0.5～2.Oha未満
2.0～5.Oha未満
5.Oha～
	
1/500
1/1,000
1/3,000
1/5,000

	作業道平面
線形図
	路網整備計画
	実測図
(作業道1路線あたり)
100m未満
250rn未満
250～500m未満
500m～
	

1/500
1/1,000
1/3,000
1/5,000



[bookmark: _Toc519116333]２．３．４　打合せ協議
　本業務の遂行にあたり、効率的かつ着実な作業実施を図るため打合せ協議を実施する。打合せ協議は、初回（９月第１週目）、中間（１月第１週目）、終了（３月末）の３回を基本とし、甲乙が必要と判断した場合は適宜実施する。
打合せの協議経過及び結果は、乙が「打合せ協議簿」として整理する。打合せ協議簿は、協議ごとに２部作成し、甲乙相互に捺印・保管する。
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成果品は、以下の表の一覧に準じて、必要なものを作成する。報告書の部数は２部とし、共通仕様書で定められた電子成果でも納品するものとする。

表２.４.３　成果品（年度別事業実施計画）
	区分
	設計項目
	備考

	年度別事業実施計画
	調査目的
	

	
	調査項目
	

	
	調査方法
	

	
	調査収集資料分析検討書
	

	
	現地写真
	

	
	林況(森林面積、主要樹種、面積等)
	

	
	既設林内路網状況(位置、延長、規格等)
	

	
	地形地質等概要書・図
	

	
	荒廃森林等現況概要書・図
	

	
	土地利用現況概要書・図
	

	
	年度別事業実施計画検討書
	

	
	年度別事業実施計画施工計画書
	

	
	工種別数量等概算書
	

	
	施工予定期間検討書
	

	
	年度別事業実施計画図(縮尺=森林計画図1/5,000
	

	
	その他必要事項に関するもの
	





表２.４.３　成果品（年度別事業実施計画）
	区分
	成果品
	縮尺
	摘要

	年度別事業
実施計画
	設計説明書
	
	A4判

	
	地区位置図
	1/50.000・
1/25,000
	原則として国土地理院発行の地形図とする事業対象地区はその外縁を明示するとともに、国有林、民有林界等を表示する。

	
	計画平面図
	1/5,000
	原則として森林計画図とする。地形、地物、地域等の表示方法、記号等は、国土交通省公共測量作業規程に定める大縮尺地形図図式適用規程に準じて表示するほか、必要に応じて文字又は数字等で補足する。
森林整備・枝葉処理計画はその位置・区域・面積等、放射性物質拡散防止計画については位置・延長等、路網(作業道)については位置・規格・延長等、林業用作業施設については位置・規模等を表示する。

	
	森林整備区域図
	1/500～1/5,000
	区域測量図

	
	植栽配列図等
	適宜
	植栽計画図等作業種別ごとの図面は特記仕様書で定めるものとする。

	
	標準図等
	1/50～1/100
	放射性物質拡散防止等

	
	作業道平面
	1/500～1/5,000
	中心線測量図

	
	線形図
	
	

	
	作業道土工標準図
	1/50～1/100
	土工標準図は、横断線形形状、寸法、法勾配を明示する。

	
	その他標準図等
	
	

	
	法令規制等関係図
	
	各法令に基づき作成

	
	設計計算書
	
	

	
	その他参考資料
	
	写真その他(設計説明書・設計計算書等の補足説明資料等)





表２.４.３　成果品（年度別事業実施計画測量）
	区分
	成果品
	備考

	年度別事業実施計画測量
	森林整備区域図
	

	
	作業道平面線形図
	

	
	測量野帳
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本業務における業務工程表を別紙１に示す。
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